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議 事 の 要 旨 

主な内容は次のとおり。 

 

１ 開会   

定足数を確認の上、開会した。 

 

２ 議題 

（１） 太陽光発電設備設置標準化制度について 

太陽光発電設備設置標準化制度について、関係者として、相模原商工会議所

不動産業部会唐橋部会長から意見を伺った。 

 

（唐橋部会長） 

東京都では、住宅に太陽光パネルをつけないと売れない。今、初期費用無料で太

陽光パネルを載せる仕組みがあり、神奈川県内でもできる。川崎市と相模原市は東

京都に隣接しているが東京都と補助金の制度や金額が大違いである。 

今、地球温暖化対策は待ったなしだと思う。 

この会議で、太陽光パネル設置の対象について住宅の年間供給量が延床面積５０

００㎡以上となるということを検討していると聞いて愕然とした。相模原市の着工

棟数の何％になるのか、聞いたら５０％くらいであると。そうなると、２０００棟

弱くらいしか設置できないので全く意味がないという話をした。 

カーボンニュートラルは、別に太陽光だけではないと思っている。蓄電池もある。

特に５０００㎡という規制では、非常に厳しい。１棟でもやるということであれば

いい。商売上の本音では難しい面もあるが、思い切ったことをしてもらえればいい

と考えている。 

（田中会長） 

資料１にレジュメを作っていただいている。今、 住宅確保への影響、補助金につ

いて話をいただいたと思うが、その他の項目について必要があれば話していただき

たい。 

（唐橋部会長） 

第三者所有のモデルであれば、本人の負担はないが、自分でやるとなると、負担

が発生する。４ｋＷくらいは載せることになる。工事費まで入れると１４０万円く

らいかかる。補助金が出ない中でどのくらい出せるのかと思う。 

初期費用無料の仕組みを使えば、地球温暖化対策に寄与するし、価格にも寄与す

るし、リース終了後には自分のものになる。 電気を作って使わないと捨ててしまう

ことになると聞いたので、蓄電池を設置した方がいいと思っているが、なかなか高

い。まだ１００万円ぐらいする。もう少し安くなれば事業性は高いと感じる。それ
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から補助金というのは、施工者ではなく、一般消費者向け、個人に出すということ

が多い。たまに建売業者にも出すが、すぐに締め切られてしまう。補助金があとど

れくらい残っているのか、というのを見える化していただきたい。 

また、補助金について、明確に消費者には、伝わりにくい。 東京都のホームペー

ジはすごくわかりやすい。 

（奥副会長） 

５０００㎡以上の事業者のみを対象にすることは、あまり意味がないと意見をい

ただいたが、延床面積の要件というものを、全て取っ払ってしまって、全ての建物

に対して義務付けるということか。 

（唐橋部会長） 

本当はつらいが、それをしなければ地球温暖化は止められないと思う。５０００

㎡以上で設定しても対象は５、６社くらいではないか。 

（事務局） 

市内に本社があるところは５、６社であるが、 大きな住宅メーカーを入れると、

約２０社になる。 

（唐橋部会長） 

それくらいであると、半分しかいかないのではないか。それでも半分しかないと、

やはり１棟から規制するしかないと思う。ビジネス的にはつらいが、やらなければ

ならないという気はする。 

（奥副会長） 

もう少し５０％よりもできるだけ多くカバーするということを考えると、５００

０㎡だと半分くらいまでしかいかないが、もう少し要件を下げるとか、４０００㎡、

３０００㎡と引き下げるとどうなっていくのかというシミュレーションが必要で、

全棟を一気に行うことは、周辺の自治体とのバランスを考えても難しいと思う。 

（唐橋部会長） 

相模原市を見ていると、いつも他市に追随している。思い切りが良いものが必要

だと思う。１棟からやれば話題性もあり、間違いなく将来評価されると思う。 

（事務局） 

今回のその設定については、 国の計画の中で、２０３０年において新築戸建住宅

６割には太陽光パネルがついていることというのを東京都、川崎市も踏まえている。

本市も、まずはそれと同じレベルで取り組んでいこうというものである。が、戸建

住宅の日照の条件等もあるので、消費者にとって、選択の余地がなく、太陽光パネ

ルを載せるということがなかなか現実的にどうかということを踏まえて今回提案し

ているという経過がある。 

（唐橋部会長） 

太陽光もわかるが、蓄電地とか、そういうことまで広げないといけない。蓄電池
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は価格が未だに高いが大事であるし、カーボンニュートラルに寄与する。 

（北村委員） 

事業者としては、このような制度は苦しいという話かと思っていたが、もう思い

切っていいと、１棟からやってほしいというようなことを聞けると思っていなかっ

たので、驚いた。 また、１月に見せられた諮問の案では、２ｋＷになっていたが、

当時から、委員の中で疑問が上がっていた。 

（服部委員） 

太陽光は現実問題として日が当たらないと発電できないとか、そのような問題も

少なからずある。太陽光とのバランス、基本は同時同量と呼んでいて、使うものと

作っているものの、そのバランスを欠くと、周波数が乱れるということがある。今、

太陽光発電できるときは太陽光を優先させていくというところで、実際に今まで火

力で焚いていた部分を二の次にして、需給のバランスを取っているが、極端に言う

と、その火力発電所が半分以上休んでいるという非効率な部分がある。やはり蓄電

池がないと、何かのバックアップを利用しなければいけないというところがあるの

で、蓄電池も併せて検討した方がよいと考える。 

（奥副会長） 

唐橋部会長の意見は、相模原市内に本拠を置く住宅メーカー、 他の住宅メーカー

の総意というか、それなりに既に合意形成が図られているものか。 

（唐橋部会長） 

そこは難しいと思う。相模原市としてやっていくには環境先進都市とか、そうい

うものしかないと思う。 

もちろん反対もあると思うが、そんなに苦労しないし、いろいろな仕組みはある。

環境にこだわった市に住みたいという人も間違いなく結構いる。 

（奥副会長） 

不動産業部会は、何社入っているのか。 

（唐橋部会長） 

今、相模原市内２００社入っている。本当は１２００社あるが、個人会員に変え

た。今までは団体ごとの加入にしていたが、それを変えた。２００社しかいないが、

実際は１２００社につながる。 

（服部委員） 

我々は、いろいろな発電方法を持っていて、火力、水力、原子力、再エネである

が、現状、完璧な発電方法がない。どの発電方法をとっても長所、短所があるとい

うことで、再エネに絞っていくとしても、例えば太陽光と風力とか、あるいは、地

熱は難しいと思うが、いくつか選択肢を取っていくということも大事なのかなと思

っている。 

（田中会長） 
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不動産業部会の会員は市の制度について、協力をしていただけるのか。 

（唐橋部会長） 

この取組は悪いことをしているわけではない。いろいろな仕組みはある、太陽光

と蓄電池を組み合わせると省エネになる。 

（田中会長） 

市内が中心だが、東京都でも建設をされるのか。建物を建てる上で都内と相模原

市の地域差はあるのか。 

（唐橋部会長） 

地域差はある。補助金が全然違う。先ほどの話も環境に対して本当にやるという

イメージがつく。相模原市は本当に思い切ったことをやらないと勝てない。ぜひ思

い切ったことを行ってほしい。 

 

 次に、太陽光発電設備設置標準化制度について、関係者として、一般社団法人太

陽光発電協会（ＪＰＥＡ）住宅部会春山部会長及び同協会住宅事業推進部中西部長

から意見を伺った。 

 

（春山部会長） 

相模原市が制度を３つ提案いただいているかと思うが、ＪＰＥＡとしては、それ

ぞれ賛成という立場である。制度１は大型建築物が対象である。 

住宅部会であるので、制度２が関係してくるが、対象となる事業者に対して標準

化を推進していただくということを提案いただいている。建て主自体は省エネとか、

太陽光を設置する意義を頭ではわかっているが、建て主が深く理解いただいて載せ

る前提であれば２ｋＷではなくてもいい。あとは、建築主ではなくて事業者が仕入

れをする形になると、一括購入というわけではないかと思うが、年間である程度、

メーカーとも価格交渉して安くするという形ができるとは思うので、普及をすれば、

その量が出れば安くなるというところはもう自然な話ではあるので、そういう流れ

を作っていただくということができるのではないかと考えている。 

我々としては、建て主が仕様を決める前になるべく早いタイミングでなされるこ

とがいいと考えている。制度３についてはおおむね賛成である。 

資料９ページについて、エネルギーミックスということで、見ていただきたいの

は、グラフの真ん中のところに、 ２０１９年に比べて２０３０年をこのようにした

いという形を描いているが、大きく変わるところが、やはり原子力と再エネであり、

再エネは、現状の２、３倍ぐらいの割合を出していかなければいけないと考えてい

る。その中でもやはり太陽光はやりやすい。再エネと、国としては原子力という形

ではあるが、ここで脱炭素というものを選んで このような形に計画としてはなって

いる。 
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太陽光を載せると住宅価格が上がるという話があるが、電気代として、年間１６

万円ぐらいとして月１万円弱ぐらいが今払われていて、それを３０年という期間で

見たときに５００万円ぐらいになると思う。資料上では、設置した家が下のグラフ、

上が設置していない家のグラフである。我々の試算では、この３０年では大体電気

代は半分、２３０万円ぐらいになるとしている。それと、ＣＯ２の削減である。Ｃ

Ｏ２の発生も３０年間で換算すると排出量として、７万７０００トンぐらいではな

いかと考える。これを自宅で太陽光発電すると、３分の１のＣＯ２の削減ができる

ようになる。費用の面もそうであるし、ＣＯ２も削減できる。この２点を、我々と

しては、現状の調査ではこういう数値が出ているので、少なくとも、設置したから

どうなるというよりは、設置しないとこういうものを買い続ける、 設置したらこう

なるというのを事実として伝えて、これから家を建てる方にこのまま電気代を払い

続けるのか、太陽光を設置するとこんなに違う、と働きかけをしている。 

買うよりもつくる方が安い。これが、２０１７年度以前と書いているが、 昔は太

陽光電池が高かったので、まだ買う方が安かったが、今は自宅で電気をつくる方が

安い。家でつくることで送配電の費用も掛からない。 

太陽光パネルの廃棄の話が先ほどあったが、現状、実際に廃棄は出ていない。ど

うすれば安全に廃棄できるかＪＰＥＡの中で委員会を立ち上げて話し合っている。

一体型だとフレームとガラスに分けたりする。処理する量というのは出てこない。

実際はまだ採算が合わない。 

太陽光パネルを屋根から取り外そうとしたが、実際業者がなくなって、メーカー

に相談しても話し合いが進まないということがあるので、ＪＰＥＡで相談を受ける

窓口を立ち上げ、全国をカバーできるような形になっている。３０年以上前に設置

した方でどこに廃棄したらいいかわからない人は連絡いただきたい。産業廃棄物と

して処理できる業者を紹介している。 

初期費用をかけたくないという方に初期費用０円ソーラーサービスを紹介してい

る。いろいろな方法があるので制度がよくわからないという方もいる。リースモデ

ルは、初期費用を分割して払うモデルである。間に入る住宅メーカーが、０円ソー

ラーモデルができる業者を探して設置ができていればいいと思う。０円ソーラーと

いうものが何か知らなくても間に入る住宅メーカーがしっかりと把握していただけ

ればいい。  

次世代太陽光電池については、官民協議会が立ち上がり、経産省が本腰になり、

国策となるようにしている。太陽光の今後の活用ということでは屋根だけではなく、

シリコン太陽電池が載らなかったようなところにどう載せていくか、いろいろな分

野で採用されるかと思うが、まだ形になっていない。家の壁や屋内の壁も将来的に

は考えられると思う。 

（前山委員） 
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資料１１ページのところで、３０年くらいを目途にという話があったが、空き家

対策とか、人口が減っていくということを考えると、初期投資を回収するのに３０

年もかかるのかという印象である。家を持つ人に伝わりにくい、わかりづらいと思

う。これから家を持つ家庭に対して、太陽光発電が大事であるということをわかり

やすくしないと理解してもらえないと感じた。 

もう一点、現在の課題の中で太陽光発電の撤去や廃棄が懸念されていると思う。

日本は災害大国なので、安全性の面で、メンテナンスやいろいろな問題が出てくる

と思う。災害が起きたときに感電の問題や有害物質が排出されているとかクローズ

アップされたりしている。太陽光発電の安全性をユーザーに伝えていただけるとい

い。 

（中西部長） 

先程スライドで示した３０年間の支出とＣＯ２排出について、１０年、１５年、

２０年もデータをつくっており、１５年で支払う電気代と初期費用を含めた電気代

も出すことができる。１５年だと、パワコンの交換費用は入っていないが、点検費

用を含めると同じくらい。１５年弱くらいで元はとれる計算である。先ほど言った

のは、太陽光を付けようが付けまいが、電気代として支払うのか、太陽光発電に支

払うのか、払う方法が変わる、と考えていただきたい。そのときにＣＯ２の排出量

は３分の１になる。そのため、太陽光を使っていただけないか、という提案である。

ただし、ＣＯ２の排出量は現在の排出係数で計算している。 

（前山委員） 

３０年という期間が長く感じてしまうのではないかと考えている。例えば築１０

年という家があったとして３０年経ったら、４０年になってしまう。例えば２０年

の家だったら５０年になってしまう。 

今のグラフを見ると、イメージとして長く感じてしまうので、半分の期間でもＣ

Ｏ２排出量が削減できて電力の削減もできて自家発電もできるというイメージ戦略

があるといい。大きな枠でイメージがないとなかなか伝わりにくいと考える。 

いろいろな世代に太陽光発電が伝わっていなくてテレビの報道だとイメージがあ

まり良くない。例えば、太陽光発電で壊れているところがあったり、無駄に使って

いるところがあったり、利権が絡んでいたりするイメージである。若い世代がそこ

に向かっていくためには、イメージでも短期でこれだけのメリットがあるから、そ

の方向でやっていこうという戦略がないと無理矢理やらされている感じが強くなっ

てしまうのではないか。仰っていることはわかるが、もう少し良いイメージでもっ

ていけるといいと考えている。そのような提案である。 

（春山部会長） 

今回は新築に対する条例化だったかと思うので、新築の前提で３０年という話を

させていただいた。  
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既築であれば、また別の話をしなければならない。あとは、家に設置したものと、

それ以外で設置したもの、そこをどうやってわかりやすく伝えたらいいか、我々も

悩ましいところである。全ての太陽光の話をするのか、住宅に限った話をするのか、

そこは分けて言った方がわかりやすいと考えている。 

（服部委員） 

先ほど申し上げたように、バランスよく発電の長所、短所を持っていこうという

趣旨で、我々としても太陽光を積極的に進めているところである。 

太陽光で各々の家庭で発電いただければ、 その分、電気が自由になる。蓄電池が

あった方がいいと申し上げたが、自宅で発電した電気を蓄電池で回す、こうなると

送配電はいらなくなる。 

（事務局） 

今回提案しているのは、新築の住宅にということである。いかに新築の内に載せ

ていただくのかというのが非常に重要と考える。既築で２０年経ったところに載せ

るとなると、その後のことを考えるとなかなか難しい。ただ、新築の家で載ってし

まえば、その後、売りに出しても売れるのではないかと思う。 

廃棄の問題も今日出ているが、この後２０年、３０年経ったときに、そのパネル

をどうしたらいいのか、現に廃棄のときに、いろいろと問い合わせ先がないとか、 

処理するところはないということで不安に思っている方もいると思うので、市とし

ても、業界と連携しながら、安心していただいて、そういう情報をしっかりと出す。

そうしないとなかなか安心して載せていただけないと思っているので、意見をいた

だきながら、これから条例化を進めていくが、併せて市としてもそのようなＰＲも

しっかりとしていかなければいけないと考えている。 

（北村委員） 

私は太陽光発電所ネットワークというところに所属していて、市民として、市民

に太陽光を勧めるという活動をしている。資料１１ページから１３ページの太陽光

発電の必要性というところ、またその後の０円ソーラーの説明の部分、とてもいい

資料になっていて、こういうのを私たちも作れたら納得してくれる人がいるのかも

しれないと思った。今後、市で制度を実施する場合に、ぜひわかりやすい説明資料

を作っていただけたら、一般の消費者も、設置するようになると思った。 

（田中会長） 

前山委員の意見のとおり、３０年というのは少し長いという印象があるかもしれ

ないが、どのような資料で説明をされるかということで少し留意をされた方がいい

と思った。 

それから、資料１１ページについて、基礎数値をどのような設定にしたのか紹介

いただいた方がいい。 

（奥副会長） 
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今の指摘について、ＪＰＥＡのホームページでこの資料が公開されているという

ことでいいか。 

（中西部長） 

この資料の数値は相模原市の参考資料の数値を使用している。また、この資料は、

全く同じではないが、ホームページに載っている。 

（奥副会長） 

資料１５ページで、ＪＰＥＡの見解ということで、制度１、２、３に賛成と立場

を表明していただいているが、もう少し細かいところで伺いたいのは、制度２の数

字についてどう考えるかということで、もっと踏み込んだ方がいいという考えなの

か、そうではないのかということを伺いたい。 

また、制度３の太陽光発電設備説明制度について、建築士が建築主への説明義務

を負うというこの制度に賛成ということであるが、前回の推進会議で議論になった

のは、直接購入者に対して太陽光発電をしっかりと理解していただくこと、それが

温暖化対策に資するものだという、そのような認識を持っていただくことが重要な

のではないかということである。特に建売住宅の場合は、建築士は住宅メーカーに

説明することになってしまうので、 建築士がいくら説明しても購入者に届かないの

ではないか、それでは意味がない。購入者に届くように制度設計した方がいいので

はないかという意見を、やりとりをした。資料３の前回の審議結果のところで、メ

ーカーの方に購入者に対して説明をしていただくようなことを制度の中に盛り込ん

だ方がいいのではないかという内容が書いてあるがその辺りはどう考えるか。 

（春山部会長） 

我々が賛成した内容は、これから住宅そのものの設計をしてどういう屋根にする

かという中で、この広さの家であれば何ｋＷがいいのか、どれくらい載せられるの

か、屋根をどのような形にしようかというステップを踏むことを考えられるという

話だったのでそういう制度であると。また、前回の議事録を見て建売住宅をどうす

るかというのは太陽光がついているので、購入者としては、ついている家をどう見

て判断するかという状態かと思った。そこで説明をして容量を増やせるかというと、

実際そこでなかなか容量を増やせない。建売住宅というところで説明というのが、

我々の要望は、早い段階で説明を受けて太陽光電池を付ける前に相談をしてどれく

らいの容量をつけるかというのを判断されるものと考えていた。 

５０００㎡以上の家を作る業者が対象と聞いたが、そこは多少下げていただいて

もいいかと考える。２ｋＷが少ないかというと、家の中で何を運転するかにもよる。

エアコンを運転するとなると２ｋＷでは難しいかもしれないが、ないよりはあると

いうことを我々は推奨したい。より多ければそれに越したことはない。住宅につけ

るときの平均は４～６ｋＷであるが、２ｋＷの家もない訳ではない。ペンシルハウ

スのようなところに太陽光を載せるとなると２ｋＷくらいになる。 
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（田中会長） 

誤解があるかもしれない、少し説明させていただきたい。参考資料１の１５ペー

ジについて、当初、提案があった制度は、建築士が建築物の設計を行うときに、そ

の建築主に対して建築士に説明義務を課す。  

それから、建売住宅などを建築する事業者が、建築主である場合はこれはいいと

いう、こういう除外規定がある。つまりこの制度を入れようとしている趣旨は、住

宅の購入者若しくは建て主が太陽光発電設備についてよく理解をしてもらって、そ

のメリットやデメリットを踏まえてきちんとつける、ある種の制度の理解、普及促

進のことである。だから、できるだけ、副会長が話されたように、購入者に届くと

いうことが大事ではないかという観点となる。川崎市はどうかわからないが、相模

原市の場合、建売住宅が多いのだろうか。建売住宅が多ければ、その住宅メーカー

が購入者に、こういう制度でここはつけている、あるいはつけていない、と説明し、

そうすると、その購入者が安い方がいいからつけない、あるいは、そういう住宅を

選んだりするだろう。先ほど全棟に課した方が良いという話もあったが、 この制度

の場合には５５％以上一応できるので、４５％つけない住宅があってもいいという

制度であるので、そこは可能となる。いずれにしても、選択をしない人も、つまり

太陽光発電をつけない人でも、太陽光発電設備について説明を受ける、 そういうこ

とが肝であるというのがこの議論の大筋であったということである。 

他に何かあるか。前山委員が指摘された、 太陽光パネルのある種のデメリットと

いうことで懸念されているひとつが災害時である。  

例えば、有害物が流れでてくるとか、そういう点の懸念についてはいかがか。 

（春山部会長） 

今のシリコン系の太陽光パネルで有害物質はないと思っている。ペロブスカイト

の場合は鉛があるとか、 若しくは、昔の太陽電池では鉛を使っていたものがあった

ので、そういう意味では、鉛という有害物質が全ての太陽電池においてないという

ことは言い切れない。そこをリサイクル業者がどのように除去するか。除去して、

ガラスとフレームはリサイクル、それ以外の有害物質を含んでるものをどう処理し

ていくか。これは今の太陽電池を廃棄するため、パネルにはどういう有害物質がど

れくらいの割合でどれぐらいの量で含まれているというＷＤＳシートが要求される

ので、それをメーカーが作成し、業者に提示する。そのシートを見て廃棄できるか

どうかを判断する仕組みになっている。 

正規に取り外すのであれば、ＷＤＳシートを各メーカー作成しているので、本協

会に入っているメーカーはそのシートを使っている。 

また、災害で流れてしまったということであれば、産業廃棄物ではなくて一般廃

棄物で処理をすることになっているが、産業廃棄物のときには以上のような準備を

しているというところである。 
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（田中会長） 

太陽光パネルの廃棄は、 家電リサイクル法とかそういう関連法の対象にはなって

いないのか。 

（春山部会長） 

なっていないが、国の方でいろいろな話がされているということを聞いている。 

（田中会長） 

規則の中で項目を立てて、そこに追加されることになるのではないかと予測する。 

（春山部会長） 

そこは今、議論中だと思う。 

（田中会長） 

この問題は、相模原市だけではなくて、全国的な規模での問題になるので、国と

しても取組をしなければならないと考える。 

 関係団体の資料のほかに資料があるので事務局より説明いただきたい。 

 

事務局より資料３及び４について説明した。 

 

（前山委員） 

確か相模原市の２０２２年のデータで新築が５０００棟くらいあったと思った。

その戸建ての割合が、確か６０％ぐらいで川崎市が４０％くらいで、相模原市の方

が高かったような気がする。太陽光発電を増やしていくには、戸建住宅を持ってい

ただくようにしていかないと、結局、先ほども話した若い世代は戸建てを持ちたが

らない。だから、将来的に太陽光発電を増やしたいのであれば、戸建てに住みたい

という気にしていかないと、なかなかある一定のところから頭打ちになってしまう

のではないかという懸念がある。 

（事務局） 

戸建てについて購入される方に設置していただくには どのような形がいいのか

ということで今回のような制度設計にさせていただいている。 

若い世代は、２０代、３０代を中心にどこから情報得ているかというと、ＳＮＳ

の比率が非常に高くなっている。積極的にＳＮＳを使って若い世代にも情報が届く

ような形にしたいということと、昨年、環境基本計画を改定した際にアンケートで、

環境に対する意識、比較的どこの世代も高かったが、１０代、２０代、３０代が比

較的意識が低い部分があった。その世代がＳＮＳを使っているので、情報の媒体も

時代に合ったものを使い、届くように考えていかなければならないと思っている。 

（田中会長） 

参考資料１の１９ページが、前山委員の指摘の情報に近いのかもしれない。  

１９ページの中で、市内に建築される建築物は、９４％が住宅となっている。住
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宅はここに出ている専用住宅に該当すると考えられる。おそらく専用住宅が戸建て

に相当するようである。１８ページの延床面積別で見ると、大きさから見ると、戸

建ての専用住宅が多いのではないか、という状況だろうか。 先ほど事務局から説明

をした、新築は３０００件ぐらいとは、この辺りの資料から理解する。 

（須永委員） 

資料３について、制度３は建築士に説明義務を課すというところは、変わるのか。 

（事務局） 

変わると考えている。 

（須永委員） 

値段が１００万円、２００万円上がると買えないと言っている方がいて、その方

に対して、どういうアプローチをするのかが、この制度の難しいところである。 

ひとつ思ったのが、全棟につけることになると、「つけていないので安い」という

状況がなくなることで、相模原市内の中小規模の建築事業者として競争がなくなる

のはいいことだと思う。 

（田中会長） 

１００％の義務を課すことについては、安全性や有害性、ある種のリスクに係る

ものであれば必須義務にすべきと思うが、社会の意識がそこまでいっていないので、

相模原市が先陣を切ってやるべきという考え方もあるし、現実社会を見ると、市民

の意識を見たときに全棟義務というよりは、６割程度を目指していく、少しずつ社

会を変容していくという考え方の方が受容されやすい。そこは重要な論点である。 

（奥副会長） 

まずは大きいところに課すのが一般的なものである。全部に課すのであれば、要

件をそろえる必要があるが、国が６割ならそれに近い数字、例えば、国が６割なら

相模原は７割など、そのようなことはありだと思う。私はできるだけ踏み込めるな

ら踏み込んだ方がよいと思う。今の太陽光パネルを載せても、さほどの発電が見込

めない立地や条件もあるので、除外すべきだと思うが、ペロブスカイトが実用化さ

れ、それで発電できるのであれば１００％でもいいと思うが、現時点では難しいの

では。 

（田中会長） 

１００％、全棟は難しいと思うが、できるだけ高い方がいいというのは全体の認

識だと思う。そこには、我々の判断もあるし、市の姿勢もあると思う。 

隣接自治体のバランス、供給の面、廃棄の面、いろいろなことを総合的に勘案し

てできるだけ高い水準が良いということになると思う。 

次回、答申をまとめると思う。本日の関係者の話を踏まえ、市としてどのような

在り方がいいか審議いただきたい。 
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３ 閉会 

（事務局） 

次回については、１０月中旬から１１月上旬ぐらいには 開催をさせていただきた

い。本日の会議録については、事務局で作成し、各委員の確認の上、最終的に会長

の確認を経て、ホームページ及び行政資料コーナーに公開する。 

 

以 上  
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